
財 関 第 6 6 1 号 

令和６年６月 26日 

各 税 関 長 殿 

沖縄地区税関長 殿 

関税局長 江島 一彦 

ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出の禁止措置

に伴う税関の対応について 

ウクライナをめぐる現下の情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和の

ための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした

措置の内容に沿い、外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号）により、

ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出に係る禁止措置を実施する

ことが決定され、６月 21日に「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等

について」が閣議了解されたところである。 

これを受けて、ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出の禁止措

置を実施するため、輸出貿易管理令の一部を改正する政令（令和６年政令第 227

号）が７月３日から施行される。 

税関においては、経済産業省貿易経済協力局長からの通知（別紙）を踏まえ、

関係省庁との連携を密にし、本輸出の禁止措置の実効性の確保に努めるため、

下記により実施されたい。 

記 

１．税関における審査に際しては、通関関係書類等により経済産業大臣の輸出

の承認の要否を慎重に確認するとともに、経済産業省と緊密に連携すること

により、本輸出の禁止措置の実効性を確保すること。 

２．上記により適正な通関の徹底を図るほか、事後調査を的確に実施し、違法

行為が発見された場合には厳正に対処すること。また、関係省庁や関係機関

との緊密な情報交換及び連携並びに通関業者、倉庫業者等の関係業者などか

らの情報収集について、一層の充実を図ること。 



経 済 産 業 省

官 印 省 略 

２０２４０６１８貿局第３号 

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ６ 日 

財務省関税局長 殿 

経済産業省貿易経済協力局長 

ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出禁止措置について

 上記の件について、令和６年６月２１日付け閣議決定に基づき、別紙のとお

り輸出貿易管理令の一部を改正する政令が施行されることになるため、税関

においても本改正の趣旨を踏まえ当省と連携の上、御対応方よろしくお願い

いたします。 

（別紙）
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